
   春日井市既存住宅状況調査補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市は、空き家の発生を予防し、流通の促進を図るため、空き家の既存住

宅状況調査を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、

その交付については、春日井市補助金等に関する規則（昭和54年春日井市規則

第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところ

による。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第

２条第１項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地

を除く建築物で、床面積の２分の１以上が居住の用に供されていたものをい

う（次号に定める区分所有建物の空き室を含む。）。 

⑵ 区分所有建物 ２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭

和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。）第２条第２項に規定する区

分所有者をいう。）が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分（区分所

有法第２条第３項に規定する専有部分をいう。）があるものをいう。 

⑶ 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査方法基準（平成29年国土交通省告示

第82号）に沿って同基準に規定する既存住宅状況調査技術者（以下「調査技

術者」という。）が行う調査をいう。 

 （補助対象空き家） 

第３条 補助金の交付の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は、

市内に存する１年以上使用されていない空き家とする。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対



象空き家の既存住宅状況調査を実施する事業とする。 

 （補助対象者） 

第５条 補助事業の補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助

事業を委託する個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 空き家の所有者 

イ 補助対象空き家の購入又は賃借を予定している者 

⑵ 春日井市暴力団排除条例（平成23年春日井市条例第28号）に規定する暴力

団又は暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

でないこと。 

⑶ 補助対象者が補助対象空き家の所有者でない場合は、所有者の承諾を得て

いること。 

⑷ 同一の補助対象空き家において、過去にこの要綱に定める補助金の交付を

受けていないこと。（補助対象者が異なる場合を除く。） 

 （補助対象経費） 

第６条 補助事業の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象空き家の既存住宅状況調査に要する経費とする。 

 （補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）の額に

２分の１を乗じて得た額とし、50,000円を限度とする。 

２ 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

 （認定申請） 

第８条 補助金の交付を受けるため補助金の認定の申請をしようとする補助対象

者（以下「申請者」という。）は、補助事業に係る契約を締結する前日までに、

春日井市既存住宅状況調査認定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 



⑴ 空き家の使用状況報告書（第２号様式） 

⑵ 空き家の登記事項証明書等の所有者が確認できる書類の写し 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（認定通知等） 

第９条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補

助事業の認定の可否を決定し、春日井市既存住宅状況調査補助金認定通知書

（第３号様式）又は春日井市既存住宅状況調査補助金不認定通知書（第４号様

式）により、申請者にそれぞれ通知するものとする。 

２ 市長は、前項の認定を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成す

るため必要な条件を付すことができる。 

（事業の実施） 

第10条 市長は、申請者が前条に規定する補助金の認定通知前に補助事業（契約

は除く。）に着手したときは、補助金を交付しないものとする。 

（申請の取下げ） 

第11条 申請者は、補助金の認定通知後において、補助事業を中止する場合は、

速やかに春日井市老朽空き家既存住宅状況調査補助金認定申請取下げ申出書

（第５号様式）を市長に提出するものとする。 

 （申請内容の変更等） 

第12条 申請者は、補助金の認定通知後において、補助事業の内容を変更しよう

とする場合は、速やかに春日井市既存住宅状況調査補助金変更承認申請書（第

６号様式）を市長に提出して、承認を受けなければならない。   

２ 前項に規定する申請には、第８条各号に掲げる書類のうち、当該変更に関す

る書類を添付するものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の認定通知の内容を変更することができる。 

４ 市長は、前項に規定する変更を行うときは、春日井市既存住宅状況調査補助

金変更認定通知書（第７号様式）により、申請者に通知するものとする。 



（地位の承継） 

第13条 申請者が死亡した場合において、申請者の承継人が認定通知のあった

内容で補助事業を行う意思があるときは、市長の承認を受けて地位を承継する

ことができる。 

２ 申請者は、破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合

は、申請者の承継人が認定通知のあった内容で補助事業を行う意思があるとき

に限り、市長の承認を受けて地位を承継することができる。 

３ 申請者は、前２項の場合を除き、補助金の交付を受ける地位を第三者に譲

渡し、又は担保に供してはならない。 

（交付申請） 

第14条 申請者は、補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は当該年

度の３月31日のいずれか早い日までに、春日井市既存住宅状況調査補助金交付

申請書（第８号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

⑴ 補助事業に係る契約書の写し又は請書の写し 

⑵ 補助事業に係る請求書の写し 

⑶ 補助事業に係る領収書等の支払った金額が確認できる書類の写し 

 ⑷ 調査技術者の登録証等の調査技術者であることがわかる書類の写し 

⑸ 既存住宅状況調査の報告書の写し 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第15条 市長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査の上、交

付すべき補助金の額を確定し、春日井市既存住宅状況調査補助金交付決定通知

書（第９号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第16条 前条に規定する交付決定通知書を受けた申請者は、速やかに春日井市既

存住宅状況調査補助金請求書（第10号様式）を市長に提出するものとする。 



２ 市長は、前項に規定する請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものと

する。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第17条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の認定又は交付を受けたとき。 

⑵ 補助金の認定又は交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要

綱に違反したとき。 

⑶ 第14条に規定する期日までに交付申請書が提出されなかったとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者

に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（実績報告） 

第18条 規則第９条の実績報告は、第14条の申請をもってこれに代える。 

 

（雑則） 

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の春日井市既存住宅状況調査補助金交付要綱の規定は、令和５年４月

１日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補



助金の交付については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際、改正前の春日井市既存住宅状況調査補助金交付要綱の

規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市既存住宅状況調

査補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正

をして使用することがある。 

 



 

 

第１号様式（第８条関係） 

 

 年  月  日 

 
（宛先）春日井市長 

                        

     住  所 
 
申請者  氏  名 

 
電話番号 
 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金認定申請書 

 

 春日井市既存住宅状況調査補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり
補助金の認定を申請します。 

 

 

 

《空き家の概要》 

所  在  地 春日井市 

形   態 一戸建て ・ 長屋 ・ 共同住宅 

建 築 時 期 年    月 

構   造 木  造  ・  非木造 

空き家所有者  

 

 

 

《事業計画》 

調査日（予定）     年    月    日 

 

 



 

 

第２号様式（第８条関係） 

 年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 

                        

     住  所 
 
申請者  氏  名 

 
電話番号 

 

 

空き家の使用状況報告書    

 

補助金の認定を申請する空き家の使用状況は次のとおりで、当該空き家が１

年以上使用されていないことを報告します。 

 

１ 空き家の所在地   春日井市                   

 

２ 空き家の使用状況 

 

年  月 経    緯 

  年  月  

  年  月  

  年  月  

空き家が１年以上使用されていないことの確認及び 

空き家を既存住宅状況調査することへの同意 

私は、上記空き家の水道使用量について、申請月から１年間分を市が調

査・確認することに同意します。 

また、申請者が上記空き家を既存住宅状況調査することに同意します。 

（空き家所有者） 

 住  所                         

  氏  名（自署）                     



 

 

第３号様式（第９条関係） 

 

                                         第     号 

                                            年  月  日 

 

             様 

                                   

                  春日井市長        印 

 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金認定通知書 

 

 

    年  月  日付けで認定申請のありました春日井市既存住宅状況調

査補助金については、次のとおり認定します。 

 

 

 

１ 空き家の所在地   春日井市                    

 

 

 

２ 条   件 



 

 

第４号様式（第９条関係） 

 

                                         第     号 

                                            年  月  日 

 

             様 

                                   

                  春日井市長        印 

 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金不認定通知書 

 

 

    年  月  日付けで認定申請のありました春日井市既存住宅状況調

査補助金については、次の理由により不認定とします。 

 

 

 

１ 空き家の所在地   春日井市                    

 

 

 

２ 理   由 

   



 

 

第５号様式（第 11条関係） 

 

 

 年  月  日 

 

 

（宛先）春日井市長 

 

                        

     住  所 
 
申請者  氏  名 

 
電話番号 

 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金認定申請取下げ申出書 

 

 

     年  月  日付け     第   号で認定通知のあった補助事

業について、春日井市既存住宅状況調査補助金交付要綱第 11 条の規定により、

次のとおり補助金認定申請の取下げを申出します。 

 

 

 

 

１ 空き家の所在地   春日井市                    

 

取下げの理由 

 

 

  

 

 



 

 

第６号様式（第 12条関係） 

 

                                               年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 

                        

     住  所 
 
申請者  氏  名 

 
電話番号 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金変更承認申請書 

 

     年  月  日付け     第   号で認定通知のあった補助事

業について、次のとおり計画を変更したいので、春日井市既存住宅状況調査補

助金交付要綱第 12条第１項の規定により、変更承認を申請します。   

 

１ 空き家の所在地   春日井市                   

 

変 更 の 理 由  

計画変更の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第７号様式（第 12条関係） 

 

                                         第     号 

                                            年  月  日 

 

             様 

                                   

                  春日井市長        印 

 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金変更認定通知書 

 

 

    年  月  日付け     第   号で通知しました補助事業

に対する補助金の認定については、次のとおり変更します。 

 

 

１ 空き家の所在地   春日井市                    

 

 

 

２ 計画変更の内容 

 

 

 

３ 条   件 



 

 

第８号様式（第 14条関係） 

                                               年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 

                        

     住  所 
 
申請者  氏  名 

 
電話番号 

 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金交付申請書 

  

   年  月  日付け     第   号で補助金の認定を受けた補

助事業を完了したので、春日井市既存住宅状況調査補助金交付要綱第14条の規

定により、次のとおり申請します。 

 

１ 空き家の所在地   春日井市                    

 

 

補助金申請額   金                円 

 

 

 

《事業実績》 

調査技術者氏名 

 

会 社 名 

 

 

 

 

補助対象経費 

（税抜金額） 
  金                円 

調 査 日      年    月    日 

 

 

 

 



 

 

 

第９号様式（第 15条関係） 

 

                                         第     号 

                                            年  月  日 

 

             様 

                                   

                  春日井市長        印 

 

 

春日井市既存住宅状況調査補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで交付申請のありました春日井市既存住宅状況調

査補助金については、次のとおり決定します。 

 

 

 

１ 補助金の決定額   金            円 

 

 

 

２ 空き家の所在地   春日井市                    



 

 

第 10号様式（第 16条関係） 
 

年  月  日 

 

（宛先）春日井市長             

                                  

    住  所  

 

請求者  氏  名  

 

電話番号  

    

 

春日井市既存住宅状況調査補助金請求書 

 

 

年 月 日付け    第     号で額の交付決定のあった春日井市

既存住宅状況調査補助金について、春日井市既存住宅状況調査補助金交付要綱

第 16条第１項の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

 

１ 請 求 金 額        金        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

金
融
機
関 

 

銀 行 

信用金庫 

農 協 
預
金
種
別 

普通 
口座番号  

 
ふりがな     

口座名義人 

 

  支 店 
当座 

 


